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介護支援専門員の活動の現状と課題  

一敗麒A固域介護支援専門員支援会議の調査から一  

生 野 繁 子＊  和 田  要＊＊  

要  旨   

介護保険法施行後における要介護者支援の中核を担う、介護支援専門員の活動  

の現状と実態を調査する中から、介護支援専門員のおかれている状況や活動支援  

の方策を検討し、専門的な資質の向上と問題解決に必要な視点を探った。  

キ匝ワ匝ド：介護支援専門員、介護保険、在宅ケア、地域福祉  

援となったので報告する。  Ⅰ 諸言   

介護保険の導入とともに、サービス利用者  

の自己決定・自己選択権を支援し、高齢者の  

こ－ズに即した介護を提供するための新たな  

専門職として介護支援専門員－（ケアマネジ  

ャー）は登場した。しかし、介護保険制度開  

始1年を経て月間を通じての業務遂行ほ概ね  

安定してきたものの、全国的にもサービス担  

当者会議開催・モニタリング業務の困難性を  

指摘されてきている。また、市町村や在宅介  

護支援センターでは、対応困難事例に対する  

相談機能やサービス担当者会議開催支援機能  

がなく、介護支援専門員間の連携も取りにく  

い状況が指摘されている。   

K県A圏域においても平成13年度10月現在  

の時点で、介護支援専門員が一同に会する場  

や連携方法がなく、個々に研修やネットワー  

ク構築の個人的努力がなされている状況であ  

った。そこで、管樽保健所が事務局となり、  

まず介護支援専門員支援会議を立ち上げ、そ  

の会議において介護支援専門員の活動状況を  

把握し研修課題を調査分析し、その過程と調  

査結果が今後のネットワーク構築の基礎的支   

Ⅱ K県A圏域の概要  

1．保健医療福祉の概要   

K県北部の2市8町人口17万8千人（高齢  

化率23．5％、75歳以上人口率10．5％2）の有明海  

に面した地域をA圏域として行政区分してい  

る。特別養護老人ホーム11カ所（入所定  

員：609名、短期入所定員：103名）老人保健施  

設8カ所（入所定員：604名）、療養型医療施設  

15カ所（病床数：451ベッド）、適所介護事業所  

14カ所（定員：433名）3である。   

さらに熊本県の全国比較をみると、高齢化  

率が13位、老人医療費（老人一人当たり）  

942743円（5位）・ホームヘルパー利用状況  

（老人100人当たり年間利用目数）は187．4匝Ⅰ  

（28位）、ショートステイ利用状況（老人100人  

当たり年間利用日数）45．7日（29位）、デイサ  

ービス利用状況（老人100人当たり年間利用目  

数デイケア含む）300．5日（11位）・特別養護老  

人ホーム定員率（65歳以上人口の特養定員  

数）1．6％（13位）であり、いずれも全国水準を  

上回り、高齢者保健医療福祉のニーズの高い  
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地域であることは否めない。  

2．介護支援専門員支援会議について   

平成13年10月に正式に発足したこのK県A  

圏域介護支援専門員支援会議4の目的は「K  

県A圏域における介護支授専門員の活動状況  

を把捉するとともに、その資質向上に向けた  

支援策を協議し推進する。」ことにあり、そ  

の構成員は筆者等と介護支援専門員として実  

践活動を行っている各事業所の代表者と行政  

関係者である。  

5．分析方法：マイクロソフトエクセル2000  

を使用し、項目毎の単純集計と百分率、  

活動分野の居宅・施設別でクロス集計を  

実施した。  

Ⅴ 結果および考察  

1。圏域全体の介護支援専門員数について   

平成13年12月現在において、把握したA圏  

域の介護支援専門員の資格取得者は211名で  

あり、その全員にアンケートを配布したが、  

協力を得られたのは171名であった。そのう  

ち現在実働している介護支援専門員は137名  

であり、残り34名は現在介護支援専門員とし  

ては活動していないが、回答できる範囲で協  

力されていた。  

2．圏域の介護支援専門員の属性について  

1）年齢（図1参照）  

年齢は40歳代が最も多かった。このこと   

は、介護支援専門員の実務研修受講試験が、   

最低でも5年以上の業務経験を要すること   

から、それぞれの経験豊富な背景を持った   

職種であることが改めて再確認された。  

Ⅲ 研究目的   

K県A圏域で活動する介護支援専門員の現  

状を把握し、研修課題を明らかにし、介護保  

険サービス向上に必要な研修相談体制の整備  

に向けての基礎資料とする。  

Ⅳ 研究方法  

1．調査期間：平成13年12月6日～19日  

2．調査対象：A圏域の病院・施設・事業所  

等80単位に所属している介護支援専門員  

全員211名（平成13年11月末現在）の内、   

171名の回答者（回収率81．1％）中、介  

護支援専門員として実働していた137名  

を研究対象としている。  

3．調査方法と倫理的配慮：すべて個別封入  

による郵送式質問紙法。書面による調査  

主旨と個人名や所属施設に不利益の及ぶ  

ことはなく、すべて統計的処理がなされ  

ることを説明し協力を依頼した。  

4．調査内容：介護支援専門員の属性、雇  

用・勤務体制、受持ち件数、アセスメン   

ト能力・説明技術、ケアプラン作成時  

問・能力・相談者、地域のサービス量、   

事例検討・担当者会議、困難業務とモニ  

タリング、苦情処理業務、不足する知  

識・技術。希望する研修とその内容につ  

いて。  

年齢  

図1介護支援専門員の年齢  
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2）基礎資格・職種（図2参照）   

基礎となる職種は看護職が多かった。看  

護師が52％で最も多く、次いで介護福祉士  

が17％と続いた。また、職種については保  

健・医療系と社会福祉系及びその他の系列  

ごとにまとめると、保健・医療系の職種が  

63％を占めていた。  

討した。  

4．受け持ち件数と時間外勤務（図3参照）  

1）時間外勤務   

平成13年11月の時間外勤務については尋   

ねた。10時間内が多かったが、一部には60   

時間以上の時間外勤務もあった。しかし、   

この結果だけからは、介護支援専門員の業   

務で過重であるのかどうかは判断できな   

い。  

2）一人当たりの受け持ち件数   

受け持ち件数の実態では、施設サービス   

担当者は受け持ち件数100件内が多く、居   

宅サービスの担当件数は50件以内が多く、   

50件以上の担当者は15人と少なかった。あ   

る程度、制度の基準通りに実施されている   

状況にあった。  

3）受け持ち件数の受け止め方   

現在の受け持ち件数にらいての受け止め   

では「やや負担、大変な負担」が60％を占   

めていた。実際の受け持ちとリンクしてい   

ないが、基準内の受け持ち件数であっても、   

兼務業務等の背景あるいは業務内容の技術   

面から「負担」と感じている状況が示唆さ  

図2 基礎資格・職種   

3。雇用形態と活動分野について  

1）雇用状況   

93％が常動者であり、雇用状況は安定し   

ているといえる。  

2）業務体制   

業務の体制は、77％が「専従ではない。」   

と回答しており、基礎となる職種が業務付  

加された形で介護支援専門員の業務に従事   

していることが明らかである。  

3）活動分野   

回答者の74％は居宅サービスを担当して   

いた。介護支授専門員には、サービスを利  

用する高齢者によって、施設と居宅のサー   

ビスがあり、それぞれの担当に分けられる   

が今回の回答者は、施設サービス担当者が  

26％で居宅サービス担当者は74％を占めて   

いた。また、その担当による活動状況の違   

いが予測されるため、居宅サービス担当者   

と施設サービス担当者別の状況も集計し検  

、1－  －  1－一  

問3 受け持ち件数と時間外勤務  
（1ケ月当たり）N＝≡137   
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れた。  

5∴ケアプラン作成に関して  

1）利用者・家族との調整（図4・5参照）   

ケアプランに対する利用者・家族の理解  

や調整については「理解出来ている」と回  

答している人が58％みられた。しかし、  

33％は「あまり出来ていない」と回答して   

おり、更に利用者・家族への理解・調整に  

向けた配慮が必要である。  

4％無回答  

無回答4％  

図6 ケアプラン説明技術  4％周解できている  
出来ていない1％  

あまり出来ていない  

ほぼできている  

図4 ケアプランに対する利用者・家族の  

理解度   

2）ケアプラン作成技術について  

（図5・6・7参照）  

アセスメント・課題分析については56名   

の人が「出来ている」「ほぼ出来ている」   

と回答しているが、36％は「あまり出来て  

図7 ケアプラン作成技術   

いない」と回答している。さらに、ケアプ   

ラン作成技術については、76％が不十分と   

回答していた。また、ケアプランの内容説   

明については、「利用者等への説明技術が．   

不十分」と回答している人が65％みられた。   

これらのことから、ケアプラン作成等に関   

する研修や事例検討の必要性が高い。ケア   

プラン作成技術・利用者への説明技術は不   

十分とする者が6～7割いるにもかかわら   

ず、アセスメントがほぼ出来ていると半数   

が自己評価している理由の分析が今後必要   

である。  

3）所属事業所との関係   

本調査に回答した人の76％には、所属す   

る事業所が適所サービスを有していた。こ   

のことが自由記述にもみられるような系列   

の適所サービスに偏りがちな現状に関連し   図5 アセスメントと課題分析  
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ながら調整していくことも必要である。   

2）地域の介護保険サービス量   

地域のサービス量については「不足して   

いる。」と回答した人が65％であった。そ   

のサービス内容について確認すると「老人   

福祉、老人保健施設入所・痴呆対応型共同   

生活介護」といずれも入所形態のサービス   

が不足していると回答していた。おそらく   

利用者の意向等から不足していることを実   

感されているのではないかと予測される。  

3）困難業務について（図9参照）   

介護支援専門員の業務で、難しいと思う   

業務に順位をつけ回答を得た結果による   

と、難しい業務として多かったのが「担当   

者会議の実施」、次いで「対象者への面接」   

それから「課題分析」と続いていた。  

単位：人  

ているとみられる。  

4）ケアプランの作成時間   

最短が2～3時間、最長が5～10時間、平  

均が2～3時間と回答している人が最も多か   

った。しかし、これには個人の作成能力で   

あったり複雑なケース状況であったり、ま   

た回答が大まかであったりと回答の背景が  

複雑であることから集計結果がこのような  

状況であったとしか言えないというのが支  

援会議の意見であった。  

5）相談相手の有無   

ケアプランを作成するにあたって、相談   

する人がいるかどうかについては94％の人  

が「いる」と回答しており、その相談相手   

は職場の介護支援専門員が81％を占めてい   

た。身近な同職種が、実際の相談相手であ   

ることも実情として、最も想定される背景   

である。  

6．連携や評価機能に関して  

1）医師との連携（図8参照）   

医師との連携については、連携がとれ指   

示を受けていると回答した人が42％（実数   

52人）であったが、連絡をしたりしなかっ   

たりが34％（実数46人）であった。地域の医   

師会からは、介護支援専門員からの連絡が   

少ないとの声をよく聞いている（認定審査   

会運営委員会など）が、今後さらに配慮し  
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図9 困難業務について  N器137  

4）モニタリングの方法   

モニタリングにつ．いては、「利用者に面   

接して把握している」が半数を占めていた。   

また、苦情対応も当然ではあるが窓口や訪   

問で対応している状況が最も多かった。し   

かし、「モニタリングをしていない」と回   

答している人や「苦情に対しても電話で対   

応」と回答している人が少数みられた。詳   

しい背景がわからない状況でもあるが、利   

用者に直接確認する基本姿勢が常に守られ   

る必要がある。  

連携がとれていないので  

答をもらっていない  

図8 医師との連携  
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る人は、施設内の介護支援専門員が最も多い  

が、居宅より職場の上司に相談している割合  

が多かった。   

医師との連携は居宅担当者より連携出来て  

いる状況があった。比較的身近な場所に医師  

がいる等、定期的な連携が既に構築されてい  

る背景があることが示唆された。   

ケアプランにはインフォーマルサービスは  

必要ないと感じている傾向があり、サービス  

担当者会議は半数の回答者が全部を実施でき  

る状況にある。   

最も難しい業務は、課題分析や福祉用具選  

定と回答している割合が多かった。  

9．アンケート自由記述から  

1）研修や自己研錬の希望について  

研修内容の希望として、面接技法、苦   

情・相談業務、介護保険の最新情報や細や   

かな事務手順、保健福祉サービスの制度、   

施設プランの立て方、事例検討（指導者を   

含めて）についての記述が目立った。  

2）連携やネットワークづくりについて  

電子媒体を使った情報共有の整備の必要   

性、介護支援専門員の連絡協議会発足、サ   

ービス提供者のネットワークづくりの必要   

性の記述が多かった。   

3）介護支援専門員としての勤務体制につ  

いて  

理想的には専従での業務体制、フレック   

ス糾での勤務体制、受け持ち件数20～30件   

程度、業務への補助金制度の導入などの意   

見があった。  

5）情報の入手先  

介護保険に関する情報の入手先について   

は、「行政」が最も多く次いで「関係雑誌」   

や「他事業所」と続いていた。事業所への   

情報網として国が設けた「ワムネット」利   

用は少なかった。今後、行政の情報提供に   

は、さらに早くわかりやすい工夫も期待さ   

れているが、それ以外の情報入手体制も検   

討しておく必要がある。  

7．居宅サービス担当者の特徴   

ケアプランに対する家族の理解調整は、施  

設担当より「出来ている」「ほぼ出来ている」  

割合が高かった。家族への接触頻度が高いこ  

とが推測される。地域のサービス量について  

も、施設担当者より不足していると感じてお  

り、不足と感じているサービスは福祉施設が  

最も多く、次いで保健施設その後に訪問介  

護・痴宋対応型共同生活介護・短期入所・療  

養型が同じ程度であった。背景に利用者等の  

家族など、施設重視型の姿勢があることが伺  

える。   

また、保健福祉サービスに理解不足の状況  

からか、インフォーマルサービスの利用方法  

がわからない状況が示唆された。ケアプラン  

の提示については部分的な提示も含めて、  

80％以上が提示していたが、介護保険が契約  

である以上、事業者の一翼を担う点では「説  

明責任」として十分なサービスの提示と説明  

が求められることは当然である。   

最も難しい業務が「サービス担当者会議」  

であり、担当者会議を実施していると答えて  

いた割合は15％程度で、施設の担当者（約  

50％）より、かなり低い傾向があり、今後の  

課題の－－＼“ム■つである 

8．施設サービス担当者の特徴   

予測されたことではあるが、所属する施設  

の適所系サービスの保有は居宅担当者より高  

い割合であった。 ケアプランについて相談す  

Ⅵ 現在の取組みと今後の課題  

1．専門職能団体としての組織化   

ブロックごとの介護支援専門員連絡協議会  

の運営ならびに創設については、地理的な条  

件もあり1ブロックではすでに連絡協議会を  

つくり介護支援専門員の自主的な活動として  
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事例検討会等が開催されている。さらに、圏  

域全体をブロック化して連絡協議会の組織化  

に取り組んでいる。  

2．研修の体系化   

介護支授専門員を中心にした研修会を開催  

している。介護支援専門員のサービス提供に  

関わる能力の資質向上として、リハビリテー  

ション、住宅改修とバリアフリー、対人援助  

技術におけるコミュニケーション能力の向上  

といったテーマで研修会を実施しており、今  

後も継続する予定である。また、介護支援専  

門員の全国研修会への参加と複講が必要であ  

る。   

すべての介護支援専門員の役割である、介  

護保険利用者が自立し生活の質が高まるマネ  

ジメントが出来るようになるために、自らの  

課題の研修や事例の研究について制度化する  

ための行政上の条件整備が必要である。  

3．介護支援専門員本来の業務について   

介護支援専門員が要支援者及び要介護者な  

ど利用者の、「自立に向けた質の高い生活を  

送れるような支援」が出来るようになり、地  

域全体の高齢者の自立が促進し（ねたきり防  

止）、生活の質が高まる事を目指すことが本  

来業務である。今回の調査結果と地域の目指  

す目標をつなぐ手段として、各関係者及び各  

関係機関が業務や活動の連携を積極的にはか  

ることが求められている。  

4．地域の特徴的課題と関係機関の役割   

市町村合併に伴う行政枠組みの変更によっ  

て、地域住民の意識の変化やサービスヘのア  

クセスの一時的変化、介護支援専門員の活動  

の広域化に伴う負担の拡大が予想され、市町  

村合併後の地域ケアシステムと介護保険サー  

ビス展開の質向上をどのように援助していく  

のか重要な段階にきてい る。   

介護支授専門員の活動の目標は、地域全体  

の高齢者の自立が促進し（ねたきり防止）、生  

括の質を高めることであるから、今回の調査  

結果と地域の目指す目標をつなぐ手段とし  

て、以下の各関係者及び各関係機関の役割と  

機能を再検討する必要がある。  

①介護支援専門員個々人の課題  

・介護保険制度創設のねらいとその役割に  

対する自覚と積極的な姿勢の深化。  

・介護保険制度及び関係制度に対する理解  

と活用技術の修得。  

・利用者を中心としたアセスメント及びマ  

ネジメント等専門技術の向上に向けた自  

己研鍵。  

・圏域の関係者及び関係機関との円滑な連  

携能力の向上。  

・自主的なネットワークの構築と自主組織  

化による底上げ。  

②行政（市町。県）  

・圏域の介護保険制度の進捗状況や課題の  

把握と関連情報の積極的開示。  

・地域住民への介護保険制度に関する知識  

の普及。  

・制度の事務手続きだけでなく、介護保険  

創設のねらいや住民の役割などに関する  

啓発。  

・リアルタイムで、わかりやすく、タイム   

リーな情報提供のシステム化の構築。  

・介護支援専門員の役割の理解と支援。  

・困難事例に対する処遇検討会の実施。  

・地域のサービスの質や量の把握と見通し  

及びサービス量の制度的確保。  

・公平公正、中立な制度の推進。  

・各関係者に対する研修会の実施。  

・相談支援体制の構築。  

・専門組織の育成支援。  

（参事業主及び施設長  

・介護支援専門員の役割の理解と適切な人  

材配置。  

・行政との連絡調整。  
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・事業者間の連絡調整。   

・研修会等への参加理解と推奨。   

・職場環境の充実。   

・スパービジョンの確立。  

④介護サービス提供事業者   

・介護支援専門員に対する業務の理解。   

・サービス提供内容の専門性の構築。   

・利用者の自立支授へ向けたサービス技術  

の構築。   

・介護支援専門員との連絡調整及び協力関  

係の強化。   

・サービス事業者間のネットワークヘの推  

進。  

⑤主治医  

・介護保険制度に対する理解と協力。  

・ケアプランへの医療的な助言、支援。  

・介護支授専門員の活動への理解と協力。  

⑥大学（九州看護福祉大学）  

・介護保険制度に対する地域の実態及び課  

題に対する助言。  

・自立支援、利用者本位に関する学問的な  

助言、支援。  

・保健福祉の各専門職に対する助言、支援  

および専門性の構築。  

・地域課題の分析や地域づくりへの助言、  

支援。  

・研修等講師の人材支援や派遣。  

⑦その他（関係機関）  

・介護保険制度の理解と協力。  

・介護サービス提供にかかわるすべての者  

に必須の倫理的基準を構築すること。   

以上、圏域内の関係機関・団体の連携を深  

め、介護支援専門員の活動を地域で支援でき  

るよう地域全体の意識を高めることが必要で  

ある。  

授専門員は兼務で多くのケースを担当してい  

る現状がうかがえた。研修課題としてはケア  

プラン作成技術、対人援助サービス技術、サ  

ービス担当者会議開催道営方法についての必  

要性が示唆された。   

さらに、障害や疾病があっても介護サービ  

スを受けながらも可能な限り自立した生活を  

おくるうえで、介護支援専門員にとって、利  

用者の権利擁護と代弁機能を向上させ、地域  

住民がもっている能力の更なるエンパワメン  

トを支援する方法と技術を身につけ、保健・  

福祉・医療の連携をはかりながら、積極的な  

活動を展開できるような情報リテラシー 能力  

の向上も求められている。なにより生活の質  

を高めるための基礎的条件としてケアの質を  

いかに確保するかが介護支援専門員に課せら  

れた課題である。  

ⅥⅠ結語   

K県A圏域介護支援専門員支援会議におい  

て実施したこの調査の結果は、平成14年度当  

初にA圏域の介護支援専門員に還元された。  

ネットワーク作りとしてT郡市介護支援専門  

員連絡協議会設立準備委貝会が発足し検討を  

重ね、同年12月にはT郡市介護支援専門員連  

絡協議会が正式に設立された。現在は既ド介  

護文枝専門員の初任者・経験者別や、居宅・  

在宅のサービス部門別の研修計画が進められ  

ており、筆者らが委員として活動したK県A  

圏域介護支援専門員支援会議はその会議の目  

的を果たしたと言える。  

一介護支援専門委員は介護保険法第79条第2  

項に「葉介謹者からの相談に応じ、心身の状  

況に応じて適切な在宅（施設）サービスを利  

用できるよう市町村、在宅サービス事務所、  

介護保険施設等との連絡調節を行う者」と定  

期されている。  

Ⅴ 結論   

今回の調査分析では、K県A圏域の介護支  
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